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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1520号から第1523号までについて 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会（会長 藤原 靜雄）は、本日、次の４件の答申

を行い、横浜市長が行った開示決定は妥当であると判断しています。 

１ 答申の件名  

(1) 「横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書」ほか35件の開示決定に対する審査請求

についての答申 

                                 【答申第1520号】 

(2) 「各交通事業者あて道路占用許可書 合計39件」の開示決定に対する審査請求についての

答申 

                                 【答申第1521号】 

(3) 「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書（写） 平成24年３月22

日 横浜市西土指令第5017号ほかの別紙に示す16件」の開示決定に対する審査請求について

の答申 

                                 【答申第1522号】 

(4) 「横浜市南土指令第24第5052号 道路占用許可書」ほか18件及び「横浜市南区市営バス路

線図（平成４年３月17日道路占用許可申請書添付図書）（区内のバス停数）」ほか２件の開示

決定に対する審査請求についての答申 

                                 【答申第1523号】 

 

２ 諮問までの経過等  

答申

番号 
開示請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

1520 平成28年11月21日 平成28年12月１日 平成29年１月26日 平成29年２月23日 個人 市長 

1521 平成28年11月21日 平成28年12月５日 平成29年１月26日 平成29年２月23日 個人 市長 

1522 平成28年11月21日 平成28年11月30日 平成29年１月26日 平成29年２月24日 個人 市長 

1523 平成28年11月21日 平成28年12月５日 平成29年１月26日 平成29年３月１日 個人 市長 

 

 

 

平 成 3 0 年 ９ 月 1 4 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 
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３ 対象行政文書、原処分の決定内容、審査会の結論  

答申

番号 
対象行政文書 原処分の決定内容・主な理由（概要） 審査会 

の結論 

1520 

「横浜市中土指令第24第5032号 道

路占用許可書」ほか35件の別表に示す

文書（以下「本件審査請求文書」とい

う。） 

開示 

原処分 
妥当 

横浜市の保有する情報の公開に関す

る条例（平成12年２月横浜市条例第１

号。以下「条例」という。）第10条第

１項に基づき全部を開示 

（本件審査請求文書を特定して行っ

た開示決定について、本件審査請求文

書以外にも対象文書があるはずであ

るという趣旨で審査請求がなされた

もの） 

1521 

「各交通事業者あて道路占用許可書 

合計39件」の別表に示す文書（以下「本

件審査請求文書」という。） 

開示  

条例第 10 条第１項に基づき全部を開

示 

（本件審査請求文書を特定して行っ

た開示決定について、本件審査請求文

書以外にも対象文書があるはずであ

るという趣旨で審査請求がなされた

もの） 

原処分 

妥当 

1522 

「西区内の公道上に設置されている

路線バス停の道路占用許可書（写） 

平成24年３月22日 横浜市西土指令

第5017号ほかの別紙に示す16件」の別

表に示す文書（以下「本件審査請求文

書」という。） 

 

開示  

条例第10条第１項に基づき全部を開

示 

（本件審査請求文書を特定して行っ

た開示決定について、本件審査請求文

書以外にも対象文書があるはずであ

るという趣旨で審査請求がなされた

もの） 

原処分 

妥当 

1523 

「横浜市南土指令第24第5052号 道

路占用許可書」ほか18件（以下「文書

１」という。）及び「横浜市南区市営

バス路線図（平成４年３月17日道路占

用許可申請書添付図書）（区内のバス

停数）」ほか２件（以下「文書２」と

いう。）の別表に示す文書（以下「本

件審査請求文書」という。） 

 

開示  

条例第10条第１項に基づき全部を開

示 

（本件審査請求文書を特定して行っ

た開示決定について、本件審査請求文

書以外にも対象文書があるはずであ

るという趣旨で審査請求がなされた

もの） 

 

原処分 

妥当 

 

４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 判断の要旨 

 

1520 

～ 

1522 

[答申第1520号] 

《道路占用許可に係る事務について》 

道路に一定の工作物、物件及び施設（以下「工作物等」という。）を設け、継続して道路
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答申 
番号 

判断の要旨 
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を使用する場合には、道路管理者の道路占用許可を受ける必要がある。バス停留所標識及び

バス停留所上屋等（以下「バス停留所」という。）は、道路法施行令（昭和27年政令第479号）

第９条第２号で占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとす

る場合の期間が５年以内とされており、占用の期間が終了した後も継続して道路を使用しよ

うとする場合においては許可の更新手続が必要となる。 

横浜市において道路占用許可に係る事務は、横浜市土木事務所長委任規則（昭和43年９月

横浜市規則第79号）第１号により一部を除き土木事務所長に委任されており、本件に係るバ

ス停留所については市内全18区の土木事務所で、道路占用許可を行っている。 

《本件審査請求文書について》 

ア 本件審査請求文書は、中区中土木事務所が保有するバス停留所の道路占用許可書の施行

文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示している。 

ウ なお、実施機関は、諮問書及び弁明書において、「中土指令」を「中区道指令」、「道路

占用許可書」を「道路占用許可証」と記載しているが、誤記と思われる。 

《本件審査請求文書の特定の妥当性について》 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件数と開示

されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、本件審査請求文書以外にも

バス停留所道路占用許可書があるはずと主張しているものと解される。また、審査請求人

は、見取り図及び配置図（以下「見取り図等」という。）が特定されていないとも主張し

ている。 

イ 審査請求人の本件審査請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずとの主

張について、当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行ったところ、次の

とおり説明があった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス事業者

に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである一般占用物件管

理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索を行った。さらに、占用

物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、本件審査請求文書を探索した。最

終的にそれぞれの検索結果に基づいた道路占用許可書の一覧表を出力し、双方を突合し

て漏れがないことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用許可を

することがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用許可書

の件数は一致しない。 

(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事務所で

は道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の件数についても

実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するものではない。中区においても

国が管理する国道に設置されているバス停が存在する。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、保有して

いない。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

(ｱ) 実施機関は、本件審査請求文書の探索にあたり、一般占用物件管理システムで占用

者名と占用物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検索結果の一覧表

を突合しているとのことであった。このような探索方法により、一般占用物件管理シス

テム上で管理しているバス停留所道路占用許可書の特定については、漏れはないものと

考えられる。 

(ｲ) 当審査会が本件審査請求文書を見分したところ、１件のバス停留所道路占用許可書

で複数のバス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認できた。したがっ

て、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用許可書の件数は一致して

いない。 
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520 

～ 

1522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいずれかに掲

げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、

道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されている。国道の維持、修繕そ

の他の管理は道路法第13条第１項及び第２項において国土交通大臣、都道府県又は政令

市が行うと規定されており、横浜市が管理している国道は、国道１号の西区浜松町から

戸塚区戸塚町までの区間及び国道133号の中区桜木町から中区山下町までの区間であ

る。それ以外は国が管理しており、中区内には、国が管理する国道16号及び国道357号

が存在していることから、これらの国道に設置されているバス停は本件審査請求文書で

許可を受ける工作物等に含まれない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されているバス停の

件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可申請が

なされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバス路線図等と比

較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を受けているかを確認する

ような事務は行っていない。実施機関では実際に道路占用許可申請がなされたバス停留

所道路占用許可書のみ保有しているとのことであった。 

(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道路占用許

可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索方法により、実施

機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特定し開示しており、他に漏

れはないと考えられることから、これ以外にバス停留所道路占用許可書を保有していな

いとする実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、保有

していないという実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して実施機関

は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しなかったが、道路占

用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占用許可申請書に対して開示

請求があれば、開示できる旨説明している。この点について、当審査会は、以下のとおり

判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」とい

う。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道路占用許可書

（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見取り図等に関する規定

はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、新たな占用の許可を受けようと

する者又は既に受けた占用許可に係る申請事項の変更をしようとする者は、道路占用許

可申請書に見取り図等の図面を添えて市長に提出しなければならないと規定されてい

る。そこで、当審査会が新規申請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、

確かに見取り図等が添付されていた。 

(ｲ) したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処分では

見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれば、見取り図等

を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

※ 答申第1521号及び第1522号については答申第1520号と同旨のため省略します。 

 

 

 

 

1523 

 

 

 

 

 

《道路占用許可に係る事務について》 

答申第1520号と同旨のため省略します。 

《本件審査請求文書について》 

ア 本件審査請求文書のうち文書１は、南区南土木事務所が保有するバス停留所の道路占用

許可書の施行文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）である。文書２は、バ

ス停留所に係る道路占用許可申請書に添付された横浜市南区市営バス路線図である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示している。 

ウ なお、実施機関は、開示決定通知書、諮問書及び弁明書において、「南土指令」を「南
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区道指令」、「道路占用許可書」を「道路占用許可証」と記載しているが、誤記と思われる。 

《文書１の特定の妥当性について》 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件数と開示

されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、文書１以外にもバス停留所

道路占用許可書があるはずと主張しているものと解される。また、審査請求人は、見取り

図及び配置図（以下「見取り図等」という。）が特定されていないとも主張している。 

イ 審査請求人の文書１以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずとの主張について、

当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行ったところ、次のとおり説明が

あった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス事業者

に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである一般占用物件管

理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索を行った。さらに、占用

物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、文書１を探索した。最終的にそれ

ぞれの検索結果に基づいた道路占用許可書の一覧表を出力し、双方を突合して漏れがな

いことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用許可を

することがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用許可書

の件数は一致しない。 

(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事務所で

は道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の件数についても

実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するものではない。南区においても

国が管理する国道に設置されているバス停が存在する。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、文書１は作成しておらず、保有していない。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

(ｱ) 実施機関は、文書１の探索にあたり、一般占用物件管理システムで占用者名と占用

物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検索結果の一覧表を突合して

いるとのことであった。このような探索方法により、一般占用物件管理システム上で管

理しているバス停留所道路占用許可書の特定については、漏れはないものと考えられ

る。 

(ｲ) 当審査会が文書１を見分したところ、１件のバス停留所道路占用許可書で複数のバ

ス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認できた。したがって、実際に

設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用許可書の件数は一致していない。 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいずれかに掲

げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、

道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されている。国道の維持、修繕そ

の他の管理は道路法第13条第１項及び第２項において国土交通大臣、都道府県又は政令

市が行うと規定されており、横浜市が管理している国道は、国道１号の西区浜松町から

戸塚区戸塚町までの区間及び国道133号の中区桜木町から中区山下町までの区間であ

る。それ以外は国が管理しており、南区内には、国が管理する国道16号が存在している

ことから、国道16号に設置されているバス停は文書１で許可を受ける工作物等に含まれ

ない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されているバス停の

件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可申請が

なされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバス路線図等と比

較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を受けているかを確認する

ような事務は行っていない。実施機関では実際に道路占用許可申請がなされたバス停留

所道路占用許可書のみ保有しているとのことであった。 
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(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道路占用許

可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索方法により、実施

機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特定し開示しており、他に漏

れはないと考えられることから、これ以外にバス停留所道路占用許可書を保有していな

いとする実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、文書１は作成しておらず、保有していない

という実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して実施機関

は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しなかったが、道路占

用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占用許可申請書に対して開示

請求があれば、開示できる旨説明している。この点について、当審査会は、以下のとおり

判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」とい

う。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道路占用許可書

（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見取り図等に関する規定

はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、新たな占用の許可を受けようと

する者又は既に受けた占用許可に係る申請事項の変更をしようとする者は、道路占用許

可申請書に見取り図等の図面を添えて市長に提出しなければならないと規定されてい

る。そこで、当審査会が新規申請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、

確かに見取り図等が添付されていた。 

(ｲ) したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処分では

見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれば、見取り図等

を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

《文書２の特定の妥当性について》 

ア 審査請求人は、開示請求書の記載内容等から、南区南土木事務所が保有する南区内のバ

ス停数が分かる文書を求めているものと解される。これに対し、実施機関は文書２を特定

した。 

イ 文書２の特定ついて、実施機関から事情聴取を行ったところ、「南区内のバス停数」と

いう趣旨で開示決定をしたのではなく、南区内のバス停数とは一致しないが、南区内のバ

ス停数を把握するために参考になるバス停の名称がわかる文書として特定したとの説明

があった。 

ウ 当審査会が見分したところ、文書２には南区内の全てのバス停が記載されているとはい

えないが、実施機関は、実施機関が保有する文書の中で、南区内のバス停数を把握するた

めに参考となる資料を特定し、開示したのであって、この実施機関の判断は、不合理とは

いえない。 

 

５ 答申別表 

(1) 答申第1520号 

別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書 

２ 横浜市中土指令第24第5033号 道路占用許可書 

３ 横浜市中土指令第24第5035号 道路占用許可書 

４ 横浜市中土指令第24第5063号 道路占用許可書 

５ 横浜市中土指令第24第5065号 道路占用許可書 

６ 横浜市中土指令第24第5066号 道路占用許可書 

７ 横浜市中土指令第24第5070号 道路占用許可書 
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８ 横浜市中土指令第24第5273号 道路占用許可書 

９ 横浜市中土指令第24第5102号 道路占用許可書 

10 横浜市中土指令第24第5238号 道路占用許可書 

11 横浜市中土指令第24第5239号 道路占用許可書 

12 横浜市中土指令第24第5240号 道路占用許可書 

13 横浜市中土指令第24第5242号 道路占用許可書 

14 横浜市中土指令第24第5243号 道路占用許可書 

15 横浜市中土指令第24第5244号 道路占用許可書 

16 横浜市中土指令第24第5245号 道路占用許可書 

17 横浜市中土指令第24第5246号 道路占用許可書 

18 横浜市中土指令第24第5272号 道路占用許可書 

19 横浜市中土指令第24第5416号 道路占用許可書 

20 横浜市中土指令第24第5347号 道路占用許可書 

21 横浜市中土指令第24第5365号 道路占用許可書 

22 横浜市中土指令第24第5129号 道路占用許可書 

23 横浜市中土指令第24第5683号 道路占用許可書 

24 横浜市中土指令第24第5689号 道路占用許可書 

25 横浜市中土指令第25第5815号 道路占用許可書 

26 横浜市中土指令第26第5409号 道路占用許可書 

27 横浜市中土指令第26第5040号 道路占用許可書 

28 横浜市中土指令第26第5041号 道路占用許可書 

29 横浜市中土指令第27第5208号 道路占用許可書 

30 横浜市中土指令第27第5037号 道路占用許可書 

31 横浜市中土指令第27第5040号 道路占用許可書 

32 横浜市中土指令第28第5030号 道路占用許可書 

33 横浜市中土指令第28第5068号 道路占用許可書 

34 横浜市中土指令第28第5139号 道路占用許可書 

35 横浜市中土指令第28第3387号 道路占用許可書 

36 横浜市中土指令第28第3470号 道路占用許可書 

(2) 答申第1521号 

別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5001号 道路占用許可書 

２ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5004 号 道路占用許可書 

３ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5006 号 道路占用許可書 

４ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5007 号 道路占用許可書 

５ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5008 号 道路占用許可書 

６ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5022 号 道路占用許可書 

７ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5023 号 道路占用許可書 

８ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5024 号 道路占用許可書 

９ 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5025 号 道路占用許可書 

10 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5026 号 道路占用許可書 

11 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5033 号 道路占用許可書 

12 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5035 号 道路占用許可書 

13 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5036 号 道路占用許可書 
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14 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5037 号 道路占用許可書 

15 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5038 号 道路占用許可書 

16 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5039 号 道路占用許可書 

17 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5040 号 道路占用許可書 

18 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5041 号 道路占用許可書 

19 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5042 号 道路占用許可書 

20 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5307 号 道路占用許可書 

21 平成 25 年３月５日横浜市磯土指令第 5414 号 道路占用許可書 

22 平成 25 年 11 月１日横浜市磯土指令第 5197 号 道路占用許可書 

23 平成 26 年４月１日横浜市磯土指令第 5004 号 道路占用許可書 

24 平成 26 年４月１日横浜市磯土指令第 5009 号 道路占用許可書 

25 平成 26 年４月１日横浜市磯土指令第 5010 号 道路占用許可書 

26 平成 27 年４月１日横浜市磯土指令第 5003 号 道路占用許可書 

27 平成 27 年 10 月 27 日横浜市磯土指令第 5097 号 道路占用許可書 

28 平成 27 年 12 月 18 日横浜市磯土指令第 5106 号 道路占用許可書 

29 平成 28 年３月 15 日横浜市磯土指令第 5109 号 道路占用許可書 

30 平成 27 年４月１日横浜市磯土指令第 5026 号 道路占用許可書 

31 平成 27 年４月１日横浜市磯土指令第 5027 号 道路占用許可書 

32 平成 28 年４月１日横浜市磯土指令第 5063 号 道路占用許可書 

33 平成 28 年４月１日横浜市磯土指令第 5064 号 道路占用許可書 

34 平成 28 年４月１日横浜市磯土指令第 5065 号 道路占用許可書 

35 平成 28 年４月１日横浜市磯土指令第 5066 号 道路占用許可書 

36 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5060 号 道路占用許可書 

37 平成 24 年４月１日横浜市磯土指令第 5096 号 道路占用許可書 

38 平成 25 年４月９日横浜市磯土指令第 5140 号 道路占用許可書 

39 平成 27 年４月１日横浜市磯土指令第 5030 号 道路占用許可書 

(3) 答申第1522号 

別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5017号 

２ 平成 24 年３月 22 日 横浜市西土指令第 5018 号 

３ 平成 24 年３月 22 日 横浜市西土指令第 5019 号 

４ 平成 24 年３月 22 日 横浜市西土指令第 5022 号 

５ 平成 24 年３月 22 日 横浜市西土指令第 5069 号 

６ 平成 25 年３月 22 日 横浜市西土指令第 5045 号 

７ 平成 26 年３月 20 日 横浜市西土指令第 5034 号 

８ 平成 26 年３月 20 日 横浜市西土指令第 5050 号 

９ 平成 26 年 10 月 29 日 横浜市西土指令第 5113 号 

10 平成 27 年２月 26 日 横浜市西土指令第 5141 号 

11 平成 27 年３月 19 日 横浜市西土指令第 5049 号 

12 平成 27 年３月 19 日 横浜市西土指令第 5050 号 
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13 平成 27 年３月 19 日 横浜市西土指令第 5052 号 

14 平成 27 年３月 19 日 横浜市西土指令第 5061 号 

15 平成 27 年５月 14 日 横浜市西土指令第 5097 号 

16 平成 27 年 12 月４日 横浜市西土指令第 5154 号 

(4)答申第1523号 

別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 
本答申にお

ける説明 

１ 横浜市南土指令第24第5052号 道路占用許可書 

文書１ 

２ 横浜市南土指令第24第5061号 道路占用許可書 

３ 横浜市南土指令第24第5246号 道路占用許可書 

４ 横浜市南土指令第24第5247号 道路占用許可書 

５ 横浜市南土指令第24第5249号 道路占用許可書 

６ 横浜市南土指令第24第5250号 道路占用許可書 

７ 横浜市南土指令第24第5285号 道路占用許可書 

８ 横浜市南土指令第24第5305号 道路占用許可書 

９ 横浜市南土指令第25第5060号 道路占用許可書 

10 横浜市南土指令第26第5137号 道路占用許可書 

11 横浜市南土指令第27第5012号 道路占用許可書 

12 横浜市南土指令第27第5017号 道路占用許可書 

13 横浜市南土指令第27第5071号 道路占用許可書 

14 横浜市南土指令第27第5072号 道路占用許可書 

15 横浜市南土指令第27第5100号 道路占用許可書 

16 横浜市南土指令第27第5122号 道路占用許可書 

17 横浜市南土指令第27第5140号 道路占用許可書 

18 横浜市南土指令第28第5096号 道路占用許可書 

19 横浜市南土指令第28第5103号 道路占用許可書 

20 
横浜市南区市営バス路線図（平成４年３月17日道路占用許可申請書添

付図書）（区内のバス停数） 

文書２ 21 
横浜市南区市営バス路線図（平成元年６月20日道路占用許可申請書添

付図書）（区内のバス停数） 

22 
横浜市南区市営バス路線図（昭和62年５月19日道路占用許可申請書添

付図書）（区内のバス停数） 

６ 審査会の答申（別添のとおり）  

資料１：答申第1520号 

資料２：答申第1521号 

資料３：答申第1522号 

資料４：答申第1523号 

 

 

７ 条例（抜粋）  

横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

（開示請求に対する決定等） 

第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定を
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し、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければなら

ない。 

（第２項省略） 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課担当課長 佐藤 暁良  Tel 045-671-2319 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申 

（答申第１５２０号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月１４日 
 

 

 

 

 

 

資 料 １ 



 

横 情 審 答 申 第 1520号 

平 成 3 0年 ９ 月 1 4日 

 

 

 横浜市長 林 文 子 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会 長   藤 原 靜 雄 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく

諮問について（答申） 

 

 

平成29年２月23日中土第4005号による次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書」ほか35件の開示決定

に対する審査請求についての諮問 

 



－１－ 

別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書」ほか35件の別表

に示す文書を開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、「中区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用

許可書。土木事務所が保有するものに限る。」の開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）に対し、横浜市長（以下「実施機関」という。）が、平成28年12月１日付で

「横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書」ほか35件の別表に示す文書（以下

「本件審査請求文書」という。）を特定して行った開示決定（以下「本件処分」とい

う。）の取消しを求めるというものである。 

３ 実施機関の処分理由説明要旨 

実施機関が、本件開示請求に対し本件審査請求文書を特定し、本件処分を行った理

由は、次のように要約される。 

(1) 開示請求書の「中区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書」

との記載から、中区内の路線バス事業者に対して許可を行っているバス停留所標識

及びバス停留所上屋等（以下「バス停留所」という。）の道路占用許可書を特定し

た。なお、審査請求人に対し、道路占用許可書の原本は土木事務所で保有していな

いため、決裁の際に使用した案文を特定する旨を確認している。 

(2) 審査請求人は、審査請求書において、本件審査請求文書に現地の見取り図及び配

置図（以下「見取り図等」という。）がないことを主張しているが、道路占用許可

書は、通常、許可書、占用物件内訳書及び許可条件で構成されており、見取り図等

は添付していない。しかしながら、見取り図等は、道路占用許可申請書には添付さ

れているため、道路占用許可申請書に対して開示請求があれば特定することができ

る。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書において主張している本件処分に対する意見は、次のよ

うに要約される。 



－２－ 

(1) 道路占用許可書の件数が占用場所の件数と異なる。道路（公道）にバス停がある

にもかかわらず道路占用許可書の件数と現場バス停数が異なる。道路占用許可申請

が出ていない。 

(2) 主だった住所他何件というかたちで道路占用許可しているのはおかしい。 

(3) 見取り図等がない。 

５ 審査会の判断 

(1)  道路占用許可に係る事務について 

道路に一定の工作物、物件及び施設（以下「工作物等」という。）を設け、継続

して道路を使用する場合には、道路管理者の道路占用許可を受ける必要がある。バ

ス停留所は、道路法施行令（昭和27年政令第479号）第９条第２号で占用の期間又

は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が５年以

内とされており、占用の期間が終了した後も継続して道路を使用しようとする場合

においては許可の更新手続が必要となる。 

横浜市において道路占用許可に係る事務は、横浜市土木事務所長委任規則（昭和

43年９月横浜市規則第79号）第１号により一部を除き土木事務所長に委任されてお

り、本件に係るバス停留所については市内全18区の土木事務所で、道路占用許可を

行っている。 

(2)  本件審査請求文書について 

ア 本件審査請求文書は、中区中土木事務所が保有するバス停留所の道路占用許可

書の施行文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示してい

る。 

ウ なお、実施機関は、諮問書及び弁明書において、「中土指令」を「中区道指

令」、「道路占用許可書」を「道路占用許可証」と記載しているが、誤記と思わ

れる。 

(3) 本件審査請求文書の特定の妥当性について 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件

数と開示されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、本件審査

請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずと主張しているものと解

される。また、審査請求人は、見取り図等が特定されていないとも主張している。 

イ 審査請求人の本件審査請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはず
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との主張について、当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行っ

たところ、次のとおり説明があった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス

事業者に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである

一般占用物件管理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索

を行った。さらに、占用物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、

本件審査請求文書を探索した。最終的にそれぞれの検索結果に基づいた道路占

用許可書の一覧表を出力し、双方を突合して漏れがないことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用

許可をすることがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所

道路占用許可書の件数は一致しない。 

(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事

務所では道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の

件数についても実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するもので

はない。中区においても国が管理する国道に設置されているバス停が存在する。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、保

有していない。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

 (ｱ) 実施機関は、本件審査請求文書の探索にあたり、一般占用物件管理システム

で占用者名と占用物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検

索結果の一覧表を突合しているとのことであった。このような探索方法により、

一般占用物件管理システム上で管理しているバス停留所道路占用許可書の特定

については、漏れはないものと考えられる。 

(ｲ) 当審査会が本件審査請求文書を見分したところ、１件のバス停留所道路占用

許可書で複数のバス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認で

きた。したがって、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用

許可書の件数は一致していない。 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいず

れかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする

場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されて

いる。国道の維持、修繕その他の管理は道路法第13条第１項及び第２項におい
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て国土交通大臣、都道府県又は政令市が行うと規定されており、横浜市が管理

している国道は、国道１号の西区浜松町から戸塚区戸塚町までの区間及び国道

133号の中区桜木町から中区山下町までの区間である。それ以外は国が管理し

ており、中区内には、国が管理する国道16号及び国道357号が存在しているこ

とから、これらの国道に設置されているバス停は本件審査請求文書で許可を受

ける工作物等に含まれない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されている

バス停の件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯で

きる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可

申請がなされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバ

ス路線図等と比較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を

受けているかを確認するような事務は行っていない。実施機関では実際に道路

占用許可申請がなされたバス停留所道路占用許可書のみ保有しているとのこと

であった。 

(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道

路占用許可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索

方法により、実施機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特

定し開示しており、他に漏れはないと考えられることから、これ以外にバス停

留所道路占用許可書を保有していないとする実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、

保有していないという実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して

実施機関は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しな

かったが、道路占用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占

用許可申請書に対して開示請求があれば、開示できる旨説明している。この点に

ついて、当審査会は、以下のとおり判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」

という。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見

取り図等に関する規定はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、
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新たな占用の許可を受けようとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項

の変更をしようとする者は、道路占用許可申請書に見取り図等の図面を添えて

市長に提出しなければならないと規定されている。そこで、当審査会が新規申

請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、確かに見取り図等が

添付されていた。 

(ｲ)  したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処

分では見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれ

ば、見取り図等を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

(4) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件審査請求文書を特定し、開示とした決定は、妥当

である。 

（第二部会） 

委員 金子正史、委員 髙橋良、委員 稲垣景子 
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別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 横浜市中土指令第24第5032号 道路占用許可書 

２ 横浜市中土指令第24第5033号 道路占用許可書 

３ 横浜市中土指令第24第5035号 道路占用許可書 

４ 横浜市中土指令第24第5063号 道路占用許可書 

５ 横浜市中土指令第24第5065号 道路占用許可書 

６ 横浜市中土指令第24第5066号 道路占用許可書 

７ 横浜市中土指令第24第5070号 道路占用許可書 

８ 横浜市中土指令第24第5273号 道路占用許可書 

９ 横浜市中土指令第24第5102号 道路占用許可書 

10 横浜市中土指令第24第5238号 道路占用許可書 

11 横浜市中土指令第24第5239号 道路占用許可書 

12 横浜市中土指令第24第5240号 道路占用許可書 

13 横浜市中土指令第24第5242号 道路占用許可書 

14 横浜市中土指令第24第5243号 道路占用許可書 

15 横浜市中土指令第24第5244号 道路占用許可書 

16 横浜市中土指令第24第5245号 道路占用許可書 

17 横浜市中土指令第24第5246号 道路占用許可書 

18 横浜市中土指令第24第5272号 道路占用許可書 

19 横浜市中土指令第24第5416号 道路占用許可書 

20 横浜市中土指令第24第5347号 道路占用許可書 

21 横浜市中土指令第24第5365号 道路占用許可書 

22 横浜市中土指令第24第5129号 道路占用許可書 

23 横浜市中土指令第24第5683号 道路占用許可書 

24 横浜市中土指令第24第5689号 道路占用許可書 

25 横浜市中土指令第25第5815号 道路占用許可書 

26 横浜市中土指令第26第5409号 道路占用許可書 

27 横浜市中土指令第26第5040号 道路占用許可書 

28 横浜市中土指令第26第5041号 道路占用許可書 

29 横浜市中土指令第27第5208号 道路占用許可書 

30 横浜市中土指令第27第5037号 道路占用許可書 

31 横浜市中土指令第27第5040号 道路占用許可書 

32 横浜市中土指令第28第5030号 道路占用許可書 

33 横浜市中土指令第28第5068号 道路占用許可書 

34 横浜市中土指令第28第5139号 道路占用許可書 

35 横浜市中土指令第28第3387号 道路占用許可書 

36 横浜市中土指令第28第3470号 道路占用許可書 

 

 

 

 



－７－ 

《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 9 年 ２ 月 2 3 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

平 成 2 9 年 ３ 月 1 6 日 

（第210回第三部会）

平 成 2 9 年 ３ 月 2 8 日 

（第301回第一部会） 

平 成 2 9 年 ４ 月 ４ 日 

（第311回第二部会） 

・諮問の報告 

平 成 3 0 年 ５ 月 2 5 日 

（第337回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 ８ 日 

（第338回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 2 2 日 

（第339回第二部会） 
・実施機関から事情聴取 

・審議 

平 成 3 0 年 ７ 月 1 3 日 

（第340回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ８ 月 ２ 日 

（第341回第二部会） 
・審議 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申 

（答申第１５２１号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月１４日 
 

 

 

 

 

 

資 料 ２ 



 

横 情 審 答 申 第 1521号 

平 成 3 0年 ９ 月 1 4日 

 

 

 横浜市長 林 文 子 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会 長   藤 原 靜 雄 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく

諮問について（答申） 

 

 

平成29年２月23日磯土第3258号による次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「各交通事業者あて道路占用許可書 合計39件」の開示決定に対する審

査請求についての諮問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「各交通事業者あて道路占用許可書 合計39件」の別表に示す文書

を開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、「磯子区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占

用許可書。土木事務所が保有するものに限る。」の開示請求（以下「本件開示請求」

という。）に対し、横浜市長（以下「実施機関」という。）が、平成28年12月５日付

で「各交通事業者あて道路占用許可書 合計39件」の別表に示す文書（以下「本件審

査請求文書」という。）を特定して行った開示決定（以下「本件処分」という。）の

取消しを求めるというものである。 

３ 実施機関の処分理由説明要旨 

実施機関が、本件開示請求に対し本件審査請求文書を特定し、本件処分を行った理

由は、次のように要約される。 

(1) 開示請求書の「磯子区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書」

との記載から、磯子区内の路線バス事業者に対して許可を行っているバス停留所標

識及びバス停留所上屋等（以下「バス停留所」という。）の道路占用許可書を特定

した。なお、審査請求人に対し、道路占用許可書の原本は土木事務所で保有してい

ないため、決裁の際に使用した案文を特定する旨を確認している。 

(2) 審査請求人は、審査請求書において、本件審査請求文書に現地の見取り図及び配

置図（以下「見取り図等」という。）がないことを主張しているが、道路占用許可

書は、通常、許可書、占用物件内訳書及び許可条件で構成されており、見取り図等

は添付していない。しかしながら、見取り図等は、道路占用許可申請書には添付さ

れているため、道路占用許可申請書に対して開示請求があれば特定することができ

る。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書において主張している本件処分に対する意見は、次のよ

うに要約される。 
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(1) 道路占用許可書の件数が占用場所の件数と異なる。道路（公道）にバス停がある

にもかかわらず道路占用許可書の件数と現場バス停数が異なる。道路占用許可申請

が出ていない。 

(2) 主だった住所他何件というかたちで道路占用許可しているのはおかしい。 

(3) 見取り図等がない。 

５ 審査会の判断 

(1)  道路占用許可に係る事務について 

道路に一定の工作物、物件及び施設（以下「工作物等」という。）を設け、継続

して道路を使用する場合には、道路管理者の道路占用許可を受ける必要がある。バ

ス停留所は、道路法施行令（昭和27年政令第479号）第９条第２号で占用の期間又

は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が５年以

内とされており、占用の期間が終了した後も継続して道路を使用しようとする場合

においては許可の更新手続が必要となる。 

横浜市において道路占用許可に係る事務は、横浜市土木事務所長委任規則（昭和

43年９月横浜市規則第79号）第１号により一部を除き土木事務所長に委任されてお

り、本件に係るバス停留所については市内全18区の土木事務所で、道路占用許可を

行っている。 

(2)  本件審査請求文書について 

ア 本件審査請求文書は、磯子区磯子土木事務所が保有するバス停留所の道路占用

許可書の施行文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示してい

る。 

 (3)  本件審査請求文書の特定の妥当性について 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件

数と開示されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、本件審査

請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずと主張しているものと解

される。また、審査請求人は、見取り図等が特定されていないとも主張している。 

イ 審査請求人の本件審査請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはず

との主張について、当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行っ

たところ、次のとおり説明があった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス
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事業者に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである

一般占用物件管理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索

を行った。さらに、占用物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、

本件審査請求文書を探索した。最終的にそれぞれの検索結果に基づいた道路占

用許可書の一覧表を出力し、双方を突合して漏れがないことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用

許可をすることがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所

道路占用許可書の件数は一致しない。 

(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事

務所では道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の

件数についても実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するもので

はない。磯子区においても国が管理する国道に設置されているバス停が存在す

る。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、保

有していない。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

 (ｱ) 実施機関は、本件審査請求文書の探索にあたり、一般占用物件管理システム

で占用者名と占用物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検

索結果の一覧表を突合しているとのことであった。このような探索方法により、

一般占用物件管理システム上で管理しているバス停留所道路占用許可書の特定

については、漏れはないものと考えられる。 

(ｲ) 当審査会が本件審査請求文書を見分したところ、１件のバス停留所道路占用

許可書で複数のバス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認で

きた。したがって、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用

許可書の件数は一致していない。 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいず

れかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする

場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されて

いる。国道の維持、修繕その他の管理は道路法第13条第１項及び第２項におい

て国土交通大臣、都道府県又は政令市が行うと規定されており、横浜市が管理

している国道は、国道１号の西区浜松町から戸塚区戸塚町までの区間及び国道
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133号の中区桜木町から中区山下町までの区間である。それ以外は国が管理し

ており、磯子区内には、国が管理する国道16号及び国道357号が存在している

ことから、これらの国道に設置されているバス停は本件審査請求文書で許可を

受ける工作物等に含まれない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されている

バス停の件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯で

きる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可

申請がなされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバ

ス路線図等と比較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を

受けているかを確認するような事務は行っていない。実施機関では実際に道路

占用許可申請がなされたバス停留所道路占用許可書のみ保有しているとのこと

であった。 

(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道

路占用許可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索

方法により、実施機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特

定し開示しており、他に漏れはないと考えられることから、これ以外にバス停

留所道路占用許可書を保有していないとする実施機関の説明は、首肯できる。 

 (ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、

保有していないという実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して

実施機関は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しな

かったが、道路占用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占

用許可申請書に対して開示請求があれば、開示できる旨説明している。この点に

ついて、当審査会は、以下のとおり判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」

という。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見

取り図等に関する規定はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、

新たな占用の許可を受けようとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項

の変更をしようとする者は、道路占用許可申請書に見取り図等の図面を添えて
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市長に提出しなければならないと規定されている。そこで、当審査会が新規申

請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、確かに見取り図等が

添付されていた。 

(ｲ)  したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処

分では見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれ

ば、見取り図等を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

(4) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件審査請求文書を特定し、開示とした決定は、妥当

である。 

（第二部会） 

委員 金子正史、委員 髙橋良、委員 稲垣景子 
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別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5001号 道路占用許可書 

２ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5004号 道路占用許可書 

３ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5006号 道路占用許可書 

４ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5007号 道路占用許可書 

５ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5008号 道路占用許可書 

６ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5022号 道路占用許可書 

７ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5023号 道路占用許可書 

８ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5024号 道路占用許可書 

９ 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5025号 道路占用許可書 

10 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5026号 道路占用許可書 

11 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5033号 道路占用許可書 

12 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5035号 道路占用許可書 

13 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5036号 道路占用許可書 

14 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5037号 道路占用許可書 

15 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5038号 道路占用許可書 

16 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5039号 道路占用許可書 

17 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5040号 道路占用許可書 

18 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5041号 道路占用許可書 

19 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5042号 道路占用許可書 

20 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5307号 道路占用許可書 

21 平成25年３月５日横浜市磯土指令第5414号 道路占用許可書 

22 平成25年11月１日横浜市磯土指令第5197号 道路占用許可書 

23 平成26年４月１日横浜市磯土指令第5004号 道路占用許可書 

24 平成26年４月１日横浜市磯土指令第5009号 道路占用許可書 

25 平成26年４月１日横浜市磯土指令第5010号 道路占用許可書 

26 平成27年４月１日横浜市磯土指令第5003号 道路占用許可書 

27 平成27年10月27日横浜市磯土指令第5097号 道路占用許可書 

28 平成27年12月18日横浜市磯土指令第5106号 道路占用許可書 

29 平成28年３月15日横浜市磯土指令第5109号 道路占用許可書 

30 平成27年４月１日横浜市磯土指令第5026号 道路占用許可書 

31 平成27年４月１日横浜市磯土指令第5027号 道路占用許可書 

32 平成28年４月１日横浜市磯土指令第5063号 道路占用許可書 

33 平成28年４月１日横浜市磯土指令第5064号 道路占用許可書 

34 平成28年４月１日横浜市磯土指令第5065号 道路占用許可書 

35 平成28年４月１日横浜市磯土指令第5066号 道路占用許可書 

36 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5060号 道路占用許可書 

37 平成24年４月１日横浜市磯土指令第5096号 道路占用許可書 

38 平成25年４月９日横浜市磯土指令第5140号 道路占用許可書 

39 平成27年４月１日横浜市磯土指令第5030号 道路占用許可書 
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《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 9 年 ２ 月 2 3 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

平 成 2 9 年 ３ 月 1 6 日 

（第210回第三部会）

平 成 2 9 年 ３ 月 2 8 日 

（第301回第一部会） 

平 成 2 9 年 ４ 月 ４ 日 

（第311回第二部会） 

・諮問の報告 

平 成 3 0 年 ５ 月 2 5 日 

（第337回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 ８ 日 

（第338回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 2 2 日 

（第339回第二部会） 
・実施機関から事情聴取 

・審議 

平 成 3 0 年 ７ 月 1 3 日 

（第340回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ８ 月 ２ 日 

（第341回第二部会） 
・審議 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申 

（答申第１５２２号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月１４日 
 

 

 

 

 

 

資 料 ３ 



 

横 情 審 答 申 第 1522号 

平 成 3 0年 ９ 月 1 4日 

 

 

 横浜市長 林 文 子 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会 長   藤 原 靜 雄 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく

諮問について（答申） 

 

 

平成29年２月24日西土第2629号による次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書（写） 

平成24年３月22日 横浜市西土指令第5017号ほかの別紙に示す16件」の開

示決定に対する審査請求についての諮問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書

（写） 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5017号ほかの別紙に示す16件」の別

表に示す文書を開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用

許可書。土木事務所が保有するものに限る。」の開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）に対し、横浜市長（以下「実施機関」という。）が、平成28年11月30日付で

「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書（写） 平成24年３

月22日 横浜市西土指令第5017号ほかの別紙に示す16件」の別表に示す文書（以下

「本件審査請求文書」という。）を特定して行った開示決定（以下「本件処分」とい

う。）の取消しを求めるというものである。 

３ 実施機関の処分理由説明要旨 

実施機関が、本件開示請求に対し本件審査請求文書を特定し、本件処分を行った理

由は、次のように要約される。 

(1) 開示請求書の「西区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書」

との記載から、西区内の路線バス事業者に対して許可を行っているバス停留所標識

及びバス停留所上屋等（以下「バス停留所」という。）の道路占用許可書を特定し

た。なお、審査請求人に対し、道路占用許可書の原本は土木事務所で保有していな

いため、決裁の際に使用した案文を特定する旨を確認している。 

(2) 審査請求人は、審査請求書において、本件審査請求文書に現地の見取り図及び配

置図（以下「見取り図等」という。）がないことを主張しているが、道路占用許可

書は、通常、許可書、占用物件内訳書及び許可条件で構成されており、見取り図等

は添付していない。しかしながら、見取り図等は、道路占用許可申請書には添付さ

れているため、道路占用許可申請書に対して開示請求があれば特定することができ

る。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 
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審査請求人が、審査請求書において主張している本件処分に対する意見は、次のよ

うに要約される。 

(1) 道路占用許可書の件数が占用場所の件数と異なる。道路（公道）にバス停がある

にもかかわらず道路占用許可書の件数と現場バス停数が異なる。道路占用許可申請

が出ていない。 

(2) 主だった住所他何件というかたちで道路占用許可しているのはおかしい。 

(3) 見取り図等がない。 

５ 審査会の判断 

(1)  道路占用許可に係る事務について 

道路に一定の工作物、物件及び施設（以下「工作物等」という。）を設け、継続

して道路を使用する場合には、道路管理者の道路占用許可を受ける必要がある。バ

ス停留所は、道路法施行令（昭和27年政令第479号）第９条第２号で占用の期間又

は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が５年以

内とされており、占用の期間が終了した後も継続して道路を使用しようとする場合

においては許可の更新手続が必要となる。 

横浜市において道路占用許可に係る事務は、横浜市土木事務所長委任規則（昭和

43年９月横浜市規則第79号）第１号により一部を除き土木事務所長に委任されてお

り、本件に係るバス停留所については市内全18区の土木事務所で、道路占用許可を

行っている。 

(2)  本件審査請求文書について 

ア 本件審査請求文書は、西区西土木事務所が保有するバス停留所の道路占用許可

書の施行文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示してい

る。 

 (3)  本件審査請求文書の特定の妥当性について 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件

数と開示されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、本件審査

請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずと主張しているものと解

される。また、審査請求人は、見取り図等が特定されていないとも主張している。 

イ 審査請求人の本件審査請求文書以外にもバス停留所道路占用許可書があるはず

との主張について、当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行っ
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たところ、次のとおり説明があった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス

事業者に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである

一般占用物件管理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索

を行った。さらに、占用物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、

本件審査請求文書を探索した。最終的にそれぞれの検索結果に基づいた道路占

用許可書の一覧表を出力し、双方を突合して漏れがないことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用

許可をすることがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所

道路占用許可書の件数は一致しない。 

(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事

務所では道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の

件数についても実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するもので

はない。西区においても国が管理する国道に設置されているバス停が存在する。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、保

有していない。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

 (ｱ) 実施機関は、本件審査請求文書の探索にあたり、一般占用物件管理システム

で占用者名と占用物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検

索結果の一覧表を突合しているとのことであった。このような探索方法により、

一般占用物件管理システム上で管理しているバス停留所道路占用許可書の特定

については、漏れはないものと考えられる。 

(ｲ) 当審査会が本件審査請求文書を見分したところ、１件のバス停留所道路占用

許可書で複数のバス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認で

きた。したがって、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用

許可書の件数は一致していない。 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいず

れかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする

場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されて

いる。国道の維持、修繕その他の管理は道路法第13条第１項及び第２項におい

て国土交通大臣、都道府県又は政令市が行うと規定されており、横浜市が管理
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している国道は、国道１号の西区浜松町から戸塚区戸塚町までの区間及び国道

133号の中区桜木町から中区山下町までの区間である。それ以外は国が管理し

ており、西区内には、国が管理する国道１号の西区高島町から西区浜松町まで

及び国道16号が存在していることから、これらの国道に設置されているバス停

は本件審査請求文書で許可を受ける工作物等に含まれない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されている

バス停の件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯で

きる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可

申請がなされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバ

ス路線図等と比較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を

受けているかを確認するような事務は行っていない。実施機関では実際に道路

占用許可申請がなされたバス停留所道路占用許可書のみ保有しているとのこと

であった。 

(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道

路占用許可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索

方法により、実施機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特

定し開示しており、他に漏れはないと考えられることから、これ以外にバス停

留所道路占用許可書を保有していないとする実施機関の説明は、首肯できる。 

(ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、本件審査請求文書は作成しておらず、

保有していないという実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して

実施機関は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しな

かったが、道路占用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占

用許可申請書に対して開示請求があれば、開示できる旨説明している。この点に

ついて、当審査会は、以下のとおり判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」

という。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見

取り図等に関する規定はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、

新たな占用の許可を受けようとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項
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の変更をしようとする者は、道路占用許可申請書に見取り図等の図面を添えて

市長に提出しなければならないと規定されている。そこで、当審査会が新規申

請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、確かに見取り図等が

添付されていた。 

(ｲ)  したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処

分では見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれ

ば、見取り図等を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

(4) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件審査請求文書を特定し、開示とした決定は、妥当

である。 

（第二部会） 

委員 金子正史、委員 髙橋良、委員 稲垣景子 

 

別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 

１ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5017号 

２ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5018号 

３ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5019号 

４ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5022号 

５ 平成24年３月22日 横浜市西土指令第5069号 

６ 平成25年３月22日 横浜市西土指令第5045号 

７ 平成26年３月20日 横浜市西土指令第5034号 

８ 平成26年３月20日 横浜市西土指令第5050号 

９ 平成26年10月29日 横浜市西土指令第5113号 

10 平成27年２月26日 横浜市西土指令第5141号 

11 平成27年３月19日 横浜市西土指令第5049号 

12 平成27年３月19日 横浜市西土指令第5050号 

13 平成27年３月19日 横浜市西土指令第5052号 

14 平成27年３月19日 横浜市西土指令第5061号 

15 平成27年５月14日 横浜市西土指令第5097号 

16 平成27年12月４日 横浜市西土指令第5154号 
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《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 9 年 ２ 月 2 4 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

平 成 2 9 年 ３ 月 1 6 日 

（第210回第三部会）

平 成 2 9 年 ３ 月 2 8 日 

（第301回第一部会） 

平 成 2 9 年 ４ 月 ４ 日 

（第311回第二部会） 

・諮問の報告 

平 成 3 0 年 ５ 月 2 5 日 

（第337回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 ８ 日 

（第338回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 2 2 日 

（第339回第二部会） 
・実施機関から事情聴取 

・審議 

平 成 3 0 年 ７ 月 1 3 日 

（第340回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ８ 月 ２ 日 

（第341回第二部会） 
・審議 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申 

（答申第１５２３号） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年９月１４日 
 

 

 

 

 

 

資 料 ４ 



 

横 情 審 答 申 第 1523号 

平 成 3 0年 ９ 月 1 4日 

 

 

 横浜市長 林 文 子 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会 長   藤 原 靜 雄 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく

諮問について（答申） 

 

 

平成29年３月１日南土第2332号による次の諮問について、別紙のとおり答申しま

す。 

 

「横浜市南土指令第24第5052号 道路占用許可書」ほか18件及び「横浜

市南区市営バス路線図（平成４年３月17日道路占用許可申請書添付図書）

（区内のバス停数）」ほか２件の開示決定に対する審査請求についての諮

問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「横浜市南土指令第24第5052号 道路占用許可書」ほか18件及び

「横浜市南区市営バス路線図（平成４年３月17日道路占用許可申請書添付図書）

（区内のバス停数）」ほか２件の別表に示す文書を開示とした決定は、妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、「南区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用

許可書と区内のバス停数（民鉄と公営の数）（長距離路線を含む）。土木事務所が保

有するものに限る。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対し、横浜市

長（以下「実施機関」という。）が、平成28年12月５日付で「横浜市南土指令第24第

5052号 道路占用許可書」ほか18件（以下「文書１」という。）及び「横浜市南区市

営バス路線図（平成４年３月17日道路占用許可申請書添付図書）（区内のバス停数）」

ほか２件（以下「文書２」という。）の別表に示す文書（以下「本件審査請求文書」

という。）を特定して行った開示決定（以下「本件処分」という。）の取消しを求め

るというものである。 

３ 実施機関の処分理由説明要旨 

実施機関が、本件開示請求に対し本件審査請求文書を特定し、本件処分を行った理

由は、次のように要約される。 

(1) 開示請求書の「南区内の公道上に設置されている路線バス停の道路占用許可書」

との記載から、南区内の路線バス事業者に対して許可を行っているバス停留所標識

及びバス停留所上屋等（以下「バス停留所」という。）の道路占用許可書を文書１

として特定した。なお、審査請求人に対し、道路占用許可書の原本は土木事務所で

保有していないため、決裁の際に使用した案文を特定する旨を確認している。 

(2) 審査請求人は、審査請求書において、文書１に現地の見取り図及び配置図（以下

「見取り図等」という。）がないことを主張しているが、道路占用許可書は、通常、

許可書、占用物件内訳書及び許可条件で構成されており、見取り図等は添付してい

ない。しかしながら、見取り図等は、道路占用許可申請書には添付されているため、

道路占用許可申請書に対して開示請求があれば特定することができる。 

(3) 開示請求書の「区内のバス停数（民鉄と公営の数）（長距離路線を含む）」との
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記載から、路線バス事業者が区内に設置しているバス停留所標識の数を記載した文

書の開示を求めていると解し、当該文書について所内を探索したが、南土木事務所

においては、当該文書は作成し、又は取得しておらず保有していなかった。また、

開示請求書の記載内容を広く解釈し、路線バス事業者が区内に設置しているバス停

留所の名称の数が文書全体を見ることで確認できる文書を調査したところ、横浜市

交通事業管理者から申請されたバス停留所に係る道路占用許可書の申請書に市営バ

ス路線図が添付されており、当該路線図で道路占用許可申請当時の南区内のバス停

留所の名称の数が確認できることから文書２として特定した。 

(4) なお、上記(3)のように開示請求書の記載内容を広く解釈した場合には、南区の

区民生活マップ及び市販の住宅地図も文書２に該当するが、南区の区民生活マップ

は市民情報センターに配架されているため横浜市の保有する情報の公開に関する条

例（平成12年２月横浜市条例第１号。以下「条例」という。）第17条第３項に基づ

き、住宅地図は不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものである

ため条例第２条第２項第１号に基づき開示請求の対象外とした。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書において主張している本件処分に対する意見は、次のよ

うに要約される。 

(1) 道路占用許可書の件数が占用場所の件数と異なる。道路（公道）にバス停がある

にもかかわらず道路占用許可書の件数と現場バス停数が異なる。道路占用許可申請

が出ていない。 

(2) 主だった住所他何件というかたちで道路占用許可しているのはおかしい。 

(3) 見取り図等がない。 

５ 審査会の判断 

(1)  道路占用許可に係る事務について 

道路に一定の工作物、物件及び施設（以下「工作物等」という。）を設け、継続

して道路を使用する場合には、道路管理者の道路占用許可を受ける必要がある。バ

ス停留所は、道路法施行令（昭和27年政令第479号）第９条第２号で占用の期間又

は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が５年以

内とされており、占用の期間が終了した後も継続して道路を使用しようとする場合

においては許可の更新手続が必要となる。 
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横浜市において道路占用許可に係る事務は、横浜市土木事務所長委任規則（昭和

43年９月横浜市規則第79号）第１号により一部を除き土木事務所長に委任されてお

り、本件に係るバス停留所については市内全18区の土木事務所で、道路占用許可を

行っている。 

(2)  本件審査請求文書について 

ア 本件審査請求文書のうち文書１は、南区南土木事務所が保有するバス停留所の

道路占用許可書の施行文案（以下「バス停留所道路占用許可書」という。）であ

る。文書２は、バス停留所に係る道路占用許可申請書に添付された横浜市南区市

営バス路線図である。 

イ 本件審査請求文書として、実施機関は、別表に示す文書を特定し、開示してい

る。 

ウ なお、実施機関は、開示決定通知書、諮問書及び弁明書において、「南土指令」

を「南区道指令」、「道路占用許可書」を「道路占用許可証」と記載しているが、

誤記と思われる。 

(3)  文書１の特定の妥当性について 

ア 審査請求書の記載内容から、審査請求人は、実際に設置されているバス停の件

数と開示されたバス停留所道路占用許可書の件数が異なっているため、文書１以

外にもバス停留所道路占用許可書があるはずと主張しているものと解される。ま

た、審査請求人は、見取り図等が特定されていないとも主張している。 

イ 審査請求人の文書１以外にもバス停留所道路占用許可書があるはずとの主張に

ついて、当審査会が平成30年６月22日に実施機関から事情聴取を行ったところ、

次のとおり説明があった。 

(ｱ) 本件処分にあたり、一般的にバス停留所の道路占用許可申請をするのはバス

事業者に限られるため、本市の一般占用許可業務を行うためのシステムである

一般占用物件管理システムにおいて、占用者名をバス事業者で絞り込んで検索

を行った。さらに、占用物件名をバス停留所に関係するキーワードで検索し、

文書１を探索した。最終的にそれぞれの検索結果に基づいた道路占用許可書の

一覧表を出力し、双方を突合して漏れがないことを確認している。 

(ｲ) 道路占用許可事務では、１件の道路占用許可書で複数の工作物等の道路占用

許可をすることがあるため、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所

道路占用許可書の件数は一致しない。 
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(ｳ) 国が管理する国道に設置されているバス停は国が道路占用許可をし、土木事

務所では道路占用許可をしない。このため、バス停留所の道路占用許可自体の

件数についても実際に設置されているバス停の件数と必ずしも一致するもので

はない。南区においても国が管理する国道に設置されているバス停が存在する。 

(ｴ) したがって、開示した文書以外に、文書１は作成しておらず、保有していな

い。 

ウ 当審査会は、以上を踏まえ、次のように判断する。 

 (ｱ) 実施機関は、文書１の探索にあたり、一般占用物件管理システムで占用者名

と占用物件名の２通りの方法で検索をして文書を特定し、さらに検索結果の一

覧表を突合しているとのことであった。このような探索方法により、一般占用

物件管理システム上で管理しているバス停留所道路占用許可書の特定について

は、漏れはないものと考えられる。 

(ｲ) 当審査会が文書１を見分したところ、１件のバス停留所道路占用許可書で複

数のバス停留所の道路占用許可をしているものがあることを確認できた。した

がって、実際に設置されているバス停の件数とバス停留所道路占用許可書の件

数は一致していない。 

(ｳ) 道路法（昭和27年法律第180号）第32条第１項では「道路に次の各号のいず

れかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする

場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されて

いる。国道の維持、修繕その他の管理は道路法第13条第１項及び第２項におい

て国土交通大臣、都道府県又は政令市が行うと規定されており、横浜市が管理

している国道は、国道１号の西区浜松町から戸塚区戸塚町までの区間及び国道

133号の中区桜木町から中区山下町までの区間である。それ以外は国が管理し

ており、南区内には、国が管理する国道16号が存在していることから、国道16

号に設置されているバス停は文書１で許可を受ける工作物等に含まれない。 

したがって、バス停留所の道路占用許可自体の件数も実際に設置されている

バス停の件数と必ずしも一致するものではないとの実施機関の説明は、首肯で

きる。 

(ｴ) さらに、当審査会が実施機関に確認したところ、実施機関では道路占用許可

申請がなされた工作物等に対して道路占用許可をしているのであり、例えばバ

ス路線図等と比較して、区内に設置されている全てのバス停が道路占用許可を
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受けているかを確認するような事務は行っていない。実施機関では実際に道路

占用許可申請がなされたバス停留所道路占用許可書のみ保有しているとのこと

であった。 

(ｵ) そうだとすると、上記(ｳ)のほかにも実際のバス停の件数とバス停留所の道

路占用許可自体の件数が異なる可能性があることになるが、前述の(ｱ)の探索

方法により、実施機関は自らが保有するバス停留所道路占用許可書の全てを特

定し開示しており、他に漏れはないと考えられることから、これ以外にバス停

留所道路占用許可書を保有していないとする実施機関の説明は、首肯できる。 

 (ｶ) 以上のことから、開示した文書以外に、文書１は作成しておらず、保有して

いないという実施機関の説明は、是認できる。 

エ 審査請求人は、見取り図等が特定されていないと主張している。これに対して

実施機関は、道路占用許可書には通常、見取り図等を添付しないため、特定しな

かったが、道路占用許可申請書には見取り図等が添付されており、別途、道路占

用許可申請書に対して開示請求があれば、開示できる旨説明している。この点に

ついて、当審査会は、以下のとおり判断する。 

(ｱ) 横浜市道路占用規則（昭和32年３月横浜市規則第17号。以下「道路占用規則」

という。）第２条第２項では「市長は、占用の許可をしたときは、申請者に道

路占用許可書（第１号様式）を交付するものとする。」と規定されており、見

取り図等に関する規定はない。これに対し、道路占用規則第２条第１項では、

新たな占用の許可を受けようとする者又は既に受けた占用許可に係る申請事項

の変更をしようとする者は、道路占用許可申請書に見取り図等の図面を添えて

市長に提出しなければならないと規定されている。そこで、当審査会が新規申

請及び変更申請の道路占用許可申請書を見分したところ、確かに見取り図等が

添付されていた。 

(ｲ)  したがって、道路占用許可書に見取り図等は添付されていないため、本件処

分では見取り図等を特定していないが、道路占用許可申請書の開示請求があれ

ば、見取り図等を特定し開示できるとの実施機関の説明は、是認できる。 

(4) 文書２の特定の妥当性について 

  ア 審査請求人は、開示請求書の記載内容等から、南区南土木事務所が保有する南

区内のバス停数が分かる文書を求めているものと解される。これに対し、実施機

関は文書２を特定した。 
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イ 文書２の特定ついて、実施機関から事情聴取を行ったところ、「南区内のバス

停数」という趣旨で開示決定をしたのではなく、南区内のバス停数とは一致しな

いが、南区内のバス停数を把握するために参考になるバス停の名称がわかる文書

として特定したとの説明があった。 

ウ 当審査会が見分したところ、文書２には南区内の全てのバス停が記載されてい

るとはいえないが、実施機関は、実施機関が保有する文書の中で、南区内のバス

停数を把握するために参考となる資料を特定し、開示したのであって、この実施

機関の判断は、不合理とはいえない。 

(5) 結論 

以上のとおり、実施機関が本件審査請求文書を特定し、開示とした決定は、妥当

である。 

（第二部会） 

委員 金子正史、委員 髙橋良、委員 稲垣景子 
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別表 本件審査請求文書 

No. 文書名 本答申における説明 

１ 横浜市南土指令第24第5052号 道路占用許可書 

文書１ 

２ 横浜市南土指令第24第5061号 道路占用許可書 

３ 横浜市南土指令第24第5246号 道路占用許可書 

４ 横浜市南土指令第24第5247号 道路占用許可書 

５ 横浜市南土指令第24第5249号 道路占用許可書 

６ 横浜市南土指令第24第5250号 道路占用許可書 

７ 横浜市南土指令第24第5285号 道路占用許可書 

８ 横浜市南土指令第24第5305号 道路占用許可書 

９ 横浜市南土指令第25第5060号 道路占用許可書 

10 横浜市南土指令第26第5137号 道路占用許可書 

11 横浜市南土指令第27第5012号 道路占用許可書 

12 横浜市南土指令第27第5017号 道路占用許可書 

13 横浜市南土指令第27第5071号 道路占用許可書 

14 横浜市南土指令第27第5072号 道路占用許可書 

15 横浜市南土指令第27第5100号 道路占用許可書 

16 横浜市南土指令第27第5122号 道路占用許可書 

17 横浜市南土指令第27第5140号 道路占用許可書 

18 横浜市南土指令第28第5096号 道路占用許可書 

19 横浜市南土指令第28第5103号 道路占用許可書 

20 
横浜市南区市営バス路線図（平成４年３月17日道

路占用許可申請書添付図書）（区内のバス停数） 

文書２ 21 
横浜市南区市営バス路線図（平成元年６月20日道

路占用許可申請書添付図書）（区内のバス停数） 

22 
横浜市南区市営バス路線図（昭和62年５月19日道

路占用許可申請書添付図書）（区内のバス停数） 
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《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

平 成 2 9 年 ３ 月 １ 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

平 成 2 9 年 ３ 月 1 6 日 

（第210回第三部会）

平 成 2 9 年 ３ 月 2 8 日 

（第301回第一部会） 

平 成 2 9 年 ４ 月 ４ 日 

（第311回第二部会） 

・諮問の報告 

平 成 3 0 年 ５ 月 2 5 日 

（第337回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 ８ 日 

（第338回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ６ 月 2 2 日 

（第339回第二部会） 
・実施機関から事情聴取 

・審議 

平 成 3 0 年 ７ 月 1 3 日 

（第340回第二部会） 
・審議 

平 成 3 0 年 ８ 月 ２ 日 

（第341回第二部会） 
・審議 

 


